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平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
山
口
わ
か
子
君
提
出
先
天
性
疾
患
の
子
供
に
対
す
る
郵
政
事
業
庁
の
簡
易
保
険
事
業
加
入
資
格
条
件
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日
受
領

答

弁

第
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一

五

号



衆
議
院
議
員
山
口
わ
か
子
君
提
出
先
天
性
疾
患
の
子
供
に
対
す
る
郵
政
事
業
庁
の
簡
易
保
険
事
業
加
入
資
格
条
件
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

総
務
省
に
お
い
て
は
、
簡
易
生
命
保
険
事
業
の
安
定
的
な
運
営
と
簡
易
生
命
保
険
の
保
険
契
約
者
間
に
お
け
る
公
平
性
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
被
保
険
者
全
体
に
お
け
る
死
亡
等
の
リ
ス
ク
を
一
定
水
準
以
下
に
抑
え
る
よ
う
、
簡
易
生
命
保
険
契

約
の
締
結
に
関
す
る
審
査
基
準
（
以
下
「
審
査
基
準
」
と
い
う
。
）
を
設
定
し
、
審
査
基
準
に
照
ら
し
て
被
保
険
者
と
な
る

べ
き
者
が
保
険
契
約
申
込
書
の
質
問
表
に
記
載
し
た
健
康
状
態
等
に
関
す
る
告
知
の
内
容
（
以
下
「
健
康
状
態
等
に
関
す
る

告
知
の
内
容
」
と
い
う
。
）
を
審
査
し
、
簡
易
生
命
保
険
契
約
を
締
結
す
る
か
否
か
判
断
し
て
き
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
「
一
定
の
健
康
状
態
」
の
具
体
的
基
準
」
及
び
「
先
天
性
疾
患
患
者
の
服
薬
に
つ
い
て
の
審
査
基
準
」
と
は
、

審
査
基
準
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
審
査
基
準
を
公
表
し
た
場
合
、
被
保
険
者
と
な
る
べ
き
者
が
自
己
の
健
康
状
態
等
に

つ
い
て
審
査
基
準
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に
告
知
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
結
果
、
被
保
険
者
全
体
に
お
け
る
死
亡
等

の
リ
ス
ク
を
一
定
水
準
以
下
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
審
査
基
準
を
公
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
国
民
が
簡
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一

一



項
に
お
い
て
、
「
簡
易
生
命
保
険
で
は
、
被
保
険
者
の
身
体
検
査
を
行
わ
な
い
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
健
康

診
断
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

簡
易
生
命
保
険
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
七
か
所
に
置
か
れ
て
い
る
簡
易
保
険
事
務
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
医

師
資
格
を
有
す
る
保
険
医
事
官
及
び
契
約
担
当
課
職
員
が
審
査
を
行
っ
て
い
る
。

保
険
医
事
官
は
、
日
本
保
険
医
学
会
に
所
属
し
、
生
命
保
険
医
学
を
専
門
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
被
保
険
者
と
な
る
べ
き
者
に
よ
っ
て
健
康
状
態
等
に
関
す
る
告
知
の
内
容
が
修
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
簡

易
生
命
保
険
契
約
の
締
結
に
関
す
る
判
断
を
変
更
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
者
に
対
す
る
変
更
の
理
由
の
説
明
に
係
る
も
の

と
考
え
る
が
、
一
般
に
、
こ
の
よ
う
な
変
更
の
理
由
の
詳
細
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
審
査
基
準
の
一
部
を
明
ら
か
に
す
る
結

果
と
な
り
、
適
当
で
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

二


